
議案第１６号  

 

 

議決事項の一部変更について（工事請負） 

 

令和５年２月 27日令和５年第１回霧島市議会定例会で議決された議決第６号４災第 234

号牧園～湧水線道路災害復旧工事について、下記のとおりその一部を変更したいので、地

方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第５号及び霧島市議会の議決に付すべき

契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成 17年霧島市条例第 68号）第２条の規定

により、議会の議決を求める。 

 

令和６年２月１９日提出 

 霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

第３項中「195,800,000円」を「201,797,000円」に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

現在工事を行っている４災第 234号牧園～湧水線道路災害復旧工事において、出来形測

量結果により各工種の数量が確定し、これに伴って当該工事に係る契約金額が増額になる

ため、議会の議決事項の一部に変更が生じたことから、議会の議決を求めるものである。 

（参考） 

工期、工事概要については、別紙のとおり。 



（別紙） 

 

４災第234号牧園～湧水線道路災害復旧工事 

 

１ 工 期 

 着工年月日   令和５年２月 28日 

 完成予定年月日 変更前 令和６年２月 28日 

変更後 令和６年３月 28日 

 

２ 工事概要 

工  種 変 更 前 変 更 後 増  減 

復旧延長 L=64.5ｍ L=64.5m 変更なし 

幅  員 W=7.0m W=7.0m 変更なし 

土  工 一式 一式 数量及び内容変更 

軽量盛土工 A=271㎡ A=274㎡ ＋３㎡ 

現場吹付法枠工 A=956㎡ A=928㎡ －28㎡ 

植生基材吹付工 A=602㎡ A=586㎡ －16㎡ 

鉄筋挿入工 N=220本 N=219本 －１本 

モルタル吹付工 A=120㎡ A=231㎡ ＋111㎡ 

雑工 一式 一式 数量及び内容変更 

 




